
静岡市規則第31号 

静岡市立日本平動物園条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成25年４月１日 

 

静岡市長 田辺 信宏 

 

   静岡市立日本平動物園条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市立日本平動物園条例施行規則（平成15年静岡市規則第220号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中「入園の際」を「条例別表第１に定める」に改め、「様式第１号その２」の次

に「。定期入園の場合は、様式第１号その３」を加え、同条第２項中「動物園に」を「前項の

規定にかかわらず、動物園に」に、「様式第１号その３」を「様式第１号その４」に改める。 

 様式第１号その３を様式第１号その４とし、様式第１号その２の次に次の１様式を加える。 

様式第１号その３（第２条関係） 

                   （表） 

日本平動物園定期入園券 

          ￥                   No. 

写真 

氏名 

有効期限      年   月   日 

 （    年   月   日発行） 

静岡市立日本平動物園 

                   （裏） 

（注意事項） 

・静岡市立日本平動物園条例、静岡市立日本平動物園条例施行規則及び係員の指示事項

を守ってください。 

・この定期入園券の使用は、本人に限ります。 

・盗難、破損、紛失等の場合には、直ちにご連絡ください。 

・この券は、折り曲げたり、汚したりしないでください。 

静岡市立日本平動物園 

   附 則 



 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 


